
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　環状のシリンダ室（ 50）を有するシリンダ（ 21）と、該シリンダ（ 21）に対して偏心
してシリンダ室（ 50）に収納され、シリンダ室（ 50）を外側の作動室（ 51）と内側の作動
室（ 52）とに区画する環状のピストン（ 22）と、上記シリンダ室（ 50）に配置され、各作
動室を高圧側と低圧側とに区画するブレード（ 23）とを有し、上記シリンダ（ 21）とピス
トン（ 22）とが相対的に回転する回転機構（ 20）を備え、
　　上記シリンダ室（ 50）は、回転時におけるシリンダ（ 21）の壁面とピストン（ 22）の
壁面との間隙が所定値になるように、シリンダ室（ 50）の幅Ｔ１が該シリンダ室（ 50）の
１周において変化している
ことを特徴とする回転式流体機械。
【請求項２】
　　環状のシリンダ室（ 50）を有するシリンダ（ 21）と、該シリンダ（ 21）に対して偏心
してシリンダ室（ 50）に収納され、シリンダ室（ 50）を外側の作動室（ 51）と内側の作動
室（ 52）とに区画する環状のピストン（ 22）と、上記シリンダ室（ 50）に配置され、各作
動室を高圧側と低圧側とに区画するブレード（ 23）とを有し、上記シリンダ（ 21）及びピ
ストン（ 22）が自転することなく該シリンダ（ 21）とピストン（ 22）とが相対的に回転す
る回転機構（ 20）を備え、
　　上記ピストン（ 22）は、回転時におけるシリンダ（ 21）の壁面とピストン（ 22）の壁
面との間隙が所定値になるように、ピストン（ 22）の幅Ｔ２が該ピストン（ 22）の１周に
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おいて変化している
ことを特徴とする回転式流体機械。
【請求項３】
　　請求項２において、
　　上記シリンダ室（ 50）は、回転時におけるシリンダ（ 21）の壁面とピストン（ 22）の
壁面との間隙が所定値になるように、シリンダ室（ 50）の幅Ｔ１が該シリンダ室（ 50）の
１周において変化している
ことを特徴とする回転式流体機械。
【請求項４】
　　請求項１又は３において、
　　上記シリンダ室（ 50）の幅Ｔ１は、シリンダ室（ 50）の１周の始点をブレード（ 23）
の中心線とし、始点から１８０度まで広く、１８０度を越えて３６０度未満で狭く形成さ
れている
ことを特徴とする回転式流体機械。
【請求項５】
　　請求項４において、
　　上記シリンダ室（ 50）における平面視上の内壁円の中心と外壁円の中心とが異なって
いる
ことを特徴とする回転式流体機械。
【請求項６】
　　請求項１又は３において、
　　上記シリンダ室（ 50）は、１周を周方向に４つの領域に区分して幅の広い広領域部（
Z1， Z3）と幅の狭い狭領域部（ Z2， Z4）とが交互に連続するように形成されている
ことを特徴とする回転式流体機械。
【請求項７】
　　請求項２又は３において、
　　上記ピストン（ 22）とブレード（ 23）とは、所定の揺動中心で相対的に揺動し、
　　上記ピストン（ 22）の幅Ｔ２は、ピストン（ 22）の１周の始点をピストン（ 22）とブ
レード（ 23）との揺動中心とし、始点から１８０度まで狭く、１８０度を越えて３６０度
までが広く形成されている
ことを特徴とする回転式流体機械。
【請求項８】
　　請求項７において、
　　上記ピストン（ 22）における平面視上の内壁円の中心と外壁円の中心とが異なってい
る
ことを特徴とする回転式流体機械。
【請求項９】
　　請求項２又は３において、
　　上記ピストン（ 22）とブレード（ 23）とは、所定の揺動中心で相対的に揺動し、
　　上記ピストン（ 22）は、周方向に４つの領域に区分して幅の狭い狭領域部（ W1， W3）
と幅の広い広領域部（ W2， W4）とが交互に連続するように形成されている
ことを特徴とする回転式流体機械。
【請求項１０】
　　請求項１において、
　　上記回転機構（ 20）のピストン（ 22）は、円環の一部分が分断された分断部を有する
Ｃ型形状に形成され、
　　上記回転機構（ 20）のブレード（ 23）は、シリンダ室（ 50）の内周側の壁面から外周
側の壁面まで延び、ピストン（ 22）の分断部を挿通して設けられる一方、
　　上記ピストン（ 22）の分断部には、ピストン（ 22）とブレード（ 23）とに面接触する
揺動ブッシュがブレード（ 23）の進退が自在で、且つブレード（ 23）のピストン（ 22）と
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の相対的揺動が自在に設けられている
ことを特徴とする回転式流体機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、回転式流体機械に関し、特に、シリンダとピストンとの間の間隙対策に係
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　　従来より、流体機械には、特許文献１に開示されているように、環状のシリンダ室を
有するシリンダと、該シリンダ室に収納されて偏心回転運動をする環状のピストンとを有
する偏心回転形のピストン機構を備えた圧縮機がある。そして、上記流体機械は、ピスト
ンの偏心回転運動に伴うシリンダ室の容積変化によって冷媒を圧縮している。
【特許文献１】特開平６－２８８３５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　　しかしながら、従来の流体機械は、シリンダの壁面とピストンの壁面との間に生ずる
間隙について何ら考慮されていなかった。この結果、冷媒が高圧室から低圧室に漏れ、効
率が悪いという問題があった。
【０００４】
　　特に、上記流体機械の場合、外側圧縮室と内側圧縮室とが形成されるため、外側圧縮
室と内側圧縮室とにおける冷媒圧力による荷重（ガス荷重）の作用方向が異なり、シリン
ダの壁面とピストンの壁面との間に生ずる間隙について何ら考慮されていなかった。
【０００５】
　　本発明は、斯かる点に鑑みてなされたものであり、シリンダの壁面とピストンの壁面
との間に生ずる間隙を低減して効率の向上を図ることを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　　具体的に、図１に示すように、第１の発明は、環状のシリンダ室（ 50）を有するシリ
ンダ（ 21）と、該シリンダ（ 21）に対して偏心してシリンダ室（ 50）に収納され、シリン
ダ室（ 50）を外側の作動室（ 51）と内側の作動室（ 52）とに区画する環状のピストン（ 22
）と、上記シリンダ室（ 50）に配置され、各作動室を高圧側と低圧側とに区画するブレー
ド（ 23）とを有し、上記シリンダ（ 21）とピストン（ 22）とが相対的に回転する回転機構
（ 20）を備えている。そして、上記シリンダ室（ 50）は、回転時におけるシリンダ（ 21）
の壁面とピストン（ 22）の壁面との間隙が所定値になるように、シリンダ室（ 50）の幅Ｔ
１が該シリンダ室（ 50）の１周において変化している。
【０００７】
　　上記第１の発明では、回転機構（ 20）が駆動すると、シリンダ（ 21）とピストン（ 22
）とが相対的に回転し、作動（ 51， 52）の容積が変化し、流体の圧縮又は膨張が行われる
。そして、上記シリンダ室（ 50）の幅Ｔ１が該シリンダ室（ 50）の１周において変化して
いるので、シリンダ（ 21）の壁面とピストン（ 22）の壁面との間に生ずる間隙が最小とな
る。
【０００８】
　　また、第２の発明は、環状のシリンダ室（ 50）を有するシリンダ（ 21）と、該シリン
ダ（ 21）に対して偏心してシリンダ室（ 50）に収納され、シリンダ室（ 50）を外側の作動
室（ 51）と内側の作動室（ 52）とに区画する環状のピストン（ 22）と、上記シリンダ室（
50）に配置され、各作動室を高圧側と低圧側とに区画するブレード（ 23）とを有し、上記
シリンダ（ 21）及びピストン（ 22）が自転することなく該シリンダ（ 21）とピストン（ 22
）とが相対的に回転する回転機構（ 20）を備えている。そして、上記ピストン（ 22）は、
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回転時におけるシリンダ（ 21）の壁面とピストン（ 22）の壁面との間隙が所定値になるよ
うに、ピストン（ 22）の幅Ｔ２が該ピストン（ 22）の１周において変化している。
【０００９】
　　上記第２の発明では、回転機構（ 20）が駆動すると、シリンダ（ 21）とピストン（ 22
）とが相対的に回転し、作動（ 51， 52）の容積が変化し、流体の圧縮又は膨張が行われる
。そして、上記ピストン（ 22）の幅Ｔ２が該ピストン（ 22）の１周において変化している
ので、シリンダ（ 21）の壁面とピストン（ 22）の壁面との間に生ずる間隙が最小となる。
【００１０】
　　また、第３の発明は、上記第２の発明において、上記シリンダ室（ 50）は、回転時に
おけるシリンダ（ 21）の壁面とピストン（ 22）の壁面との間隙が所定値になるように、シ
リンダ室（ 50）の幅Ｔ１が該シリンダ室（ 50）の１周において変化している。
【００１１】
　　上記第３の発明では、上記シリンダ室（ 50）の幅Ｔ１が該シリンダ室（ 50）の１周に
おいて変化する共に、上記ピストン（ 22）の幅Ｔ２が該ピストン（ 22）の１周において変
化しているので、シリンダ（ 21）の壁面とピストン（ 22）の壁面との間に生ずる間隙が最
小となる。
【００１２】
　　また、第４の発明は、上記第１又は第３の発明において、上記シリンダ室（ 50）の幅
Ｔ１は、シリンダ室（ 50）の１周の始点をブレード（ 23）の中心線とし、始点から１８０
度まで広く、１８０度を越えて３６０度未満で狭く形成されている。
【００１３】
　　上記第４の発明では、より確実にシリンダ（ 21）の壁面とピストン（ 22）の壁面との
間に生ずる間隙が最小となる。
【００１４】
　　また、第５の発明は、上記第４の発明において、上記シリンダ室（ 50）における平面
視上の内壁円の中心と外壁円の中心とが異なっている。
【００１５】
　　上記第５の発明では、上記シリンダ室（ 50）の内壁と外壁とが中心が異なるのみであ
るので、シリンダ（ 21）が容易に作成される。
【００１６】
　　また、第６の発明は、上記第１又は第３の発明において、上記シリンダ室（ 50）は、
１周を周方向に４つの領域に区分して幅の広い広領域部（ Z1， Z3）と幅の狭い狭領域部（
Z2， Z4）とが交互に連続するように形成されている。
【００１７】
　　上記第６の発明では、シリンダ（ 21）とピストン（ 22）との相対回転の全領域中にお
いて、確実にシリンダ（ 21）の壁面とピストン（ 22）の壁面との間に生ずる間隙が最小と
なる。
【００１８】
　　また、第７の発明は、上記第２又は第３の発明において、上記ピストン（ 22）とブレ
ード（ 23）とは、所定の揺動中心で相対的に揺動し、上記ピストン（ 22）の幅Ｔ２は、ピ
ストン（ 22）の１周の始点をピストン（ 22）とブレード（ 23）との揺動中心とし、始点か
ら１８０度まで狭く、１８０度を越えて３６０度までが広く形成されている。
【００１９】
　　上記第７の発明では、より確実にシリンダ（ 21）の壁面とピストン（ 22）の壁面との
間に生ずる間隙が最小となる。
【００２０】
　　また、第８の発明は、上記第７の発明において、上記ピストン（ 22）における平面視
上の内壁円の中心と外壁円の中心とが異なっている。
【００２１】
　　上記第８の発明では、上記ピストン（ 22）の内壁と外壁とが中心が異なるのみである
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ので、ピストン（ 22）が容易に作成される。
【００２２】
　　また、第９の発明は、上記第２又は第３の発明において、上記ピストン（ 22）とブレ
ード（ 23）とは、所定の揺動中心で相対的に揺動し、上記ピストン（ 22）は、周方向に４
つの領域に区分して幅の狭い狭領域部（ W1， W3）と幅の広い広領域部（ W2， W4）とが交互
に連続するように形成されている。
【００２３】
　　上記第９の発明では、シリンダ（ 21）とピストン（ 22）との相対回転の全領域中にお
いて、確実にシリンダ（ 21）の壁面とピストン（ 22）の壁面との間に生ずる間隙が最小と
なる。
【００２４】
　　また、第１０の発明は、上記第１の発明において、上記回転機構（ 20）のピストン（
22）は、円環の一部分が分断された分断部を有するＣ型形状に形成されている。更に、上
記回転機構（ 20）のブレード（ 23）は、シリンダ室（ 50）の内周側の壁面から外周側の壁
面まで延び、ピストン（ 22）の分断部を挿通して設けられている。加えて、上記ピストン
（ 22）の分断部には、ピストン（ 22）とブレード（ 23）とに面接触する揺動ブッシュがブ
レード（ 23）の進退が自在で、且つブレード（ 23）のピストン（ 22）との相対的揺動が自
在に設けられている。
【００２５】
　　上記第１０の発明では、ブレード（ 23）が揺動ブッシュ（ 27）の間で進退動作を行い
、かつ、ブレード（ 23）と揺動ブッシュ（ 27）が一体的になって、ピストン（ 22）に対し
て揺動動作を行う。これによって、シリンダ（ 21）とピストン（ 22）とが相対的に揺動し
ながら回転し、回転機構（ 20）が所定の圧縮等の動作を行う。
【発明の効果】
【００２６】
　　したがって、本発明によれば、シリンダ室（ 50）の幅Ｔ１及びピストン（ 22）の幅Ｔ
２の少なくとも何れかを１周囲上で変化させるようにしたために、シリンダ（ 21）とピス
トン（ 22）との間の間隙を１回転中において、一定にすることができる。この結果、外側
の作動室（ 51）及び内側の作動室（ 52）において、高圧側から低圧側への冷媒の漏れを抑
制することができる。このことから、効率の向上を図ることができる。
【００２７】
　　また、第４の発明によれば、上記シリンダ室（ 50）の幅Ｔ１を、シリンダ室（ 50）の
１周の始点から１８０度まで広く、１８０度を越えて３６０度未満で狭く形成する一方、
第７の発明によれば、上記ピストン（ 22）の幅Ｔ２を、ピストン（ 22）の１周の始点から
１８０度まで狭く、１８０度を越えて３６０度までが広く形成しているので、１回転中の
全体に亘って冷媒の漏れを確実に抑制することができる。このことから、効率の向上を確
実に図ることができる。
【００２８】
　　また、第５の発明によれば、上記シリンダ室（ 50）における平面視上の内壁円の中心
と外壁円の中心とが異ならせる一方、第８の発明によれば、上記ピストン（ 22）における
平面視上の内壁円の中心と外壁円の中心とが異ならせるようにしているので、シリンダ室
（ 50）の幅Ｔ１の変化とピストン（ 22）の幅Ｔ２の変化とを容易に施すことができる。
【００２９】
　　また、第６の発明によれば、上記シリンダ室（ 50）を幅の広い広領域部（ Z1， Z3）と
幅の狭い狭領域部（ Z2， Z4）とが交互に連続する４つの領域で形成し、また、第９の発明
によれば、上記ピストン（ 22）を幅の狭い狭領域部（ W1， W3）と幅の広い広領域部（ W2，
W4）とが交互に連続する４つの領域で形成したために、シリンダ（ 21）とピストン（ 22）
との相対回転の全領域中において、確実にシリンダ（ 21）の壁面とピストン（ 22）の壁面
との間に生ずる間隙を最小とすることができる。
【００３０】
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　　また、第１０の発明によれば、ピストン（ 22）とブレード（ 23）とを連結する連結部
材として揺動ブッシュ（ 27）を設け、揺動ブッシュ（ 27）がピストン（ 22）及びブレード
（ 23）と実質的に面接触をするように構成しているので、運転時にピストン（ 22）やブレ
ード（ 23）が摩耗したり、その接触部が焼き付いたりするのを防止できる。
【００３１】
　　また、上記揺動ブッシュ（ 27）を設け、揺動ブッシュ（ 27）とピストン（ 22）及びブ
レード（ 23）とが面接触をするようにしているので、接触部のシール性にも優れている。
このため、圧縮室（ 51）と膨張室（ 52）における冷媒の漏れを確実に防止することが出来
、圧縮効率及び膨張効率の低下を防止することができる。
【００３２】
　　また、上記ブレード（ 23）がシリンダ（ 21）に一体的に設けられ、その両端でシリン
ダ（ 21）に保持されているので、運転中にブレード（ 23）に異常な集中荷重がかかったり
、応力集中が起こったりしにくい。このため、摺動部が損傷したりしにくく、その点から
も機構の信頼性を高められる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００３４】
　　　　〈実施形態１〉
　　本実施形態は、図１～図３に示すように、本発明を圧縮機（ 1）に適用したものであ
る。該圧縮機（ 1）は、例えば、冷媒回路に設けられている。
【００３５】
　　上記冷媒回路は、例えば、冷房及び暖房の少なくとも何れかの運転を行うように構成
されている。つまり、上記冷媒回路は、例えば、圧縮機（ 1）に熱源側熱交換器である室
外熱交換器と膨張機構である膨張弁と利用側熱交換器である室内熱交換器とが順に接続さ
れて構成されている。そして、上記圧縮機（ 1）で圧縮された冷媒は室外熱交換器で放熱
した後、膨張弁で膨張する。この膨張した冷媒は室内熱交換器で吸熱して圧縮機（ 1）に
戻る。この循環を繰り返し、室内熱交換器で室内空気を冷却する。
【００３６】
　　上記圧縮機（ 1）は、ケーシング（ 10）内に、圧縮機構（ 20）と電動機（ 30）とが収
納され、全密閉型に構成された回転式流体機械である。
【００３７】
　　上記ケーシング（ 10）は、円筒状の胴部（ 11）と、この胴部（ 11）の上端部に固定さ
れた上部鏡板（ 12）と、胴部（ 11）の下端部に固定された下部鏡板（ 13）とから構成され
ている。上記上部鏡板（ 12）には、該鏡板（ 12）を貫通する吸入管（ 14）が設けられてい
る。該吸入管（ 14）は、室内熱交換器に接続されている。また、上記胴部（ 11）には、該
胴部（ 11）を貫通する吐出管（ 15）が設けられている。該吐出管（ 15）は、室外熱交換器
に接続されている。
【００３８】
　　上記電動機（ 30）は、ステータ（ 31）とロータ（ 32）とを備え、駆動機構を構成して
いる。上記ステータ（ 31）は、圧縮機構（ 20）の下方に配置され、ケーシング（ 10）の胴
部（ 11）に固定されている。上記ロータ（ 32）には駆動軸（ 33）が連結され、該駆動軸（
33）がロータ（ 32）と共に回転するように構成されている。
【００３９】
　　上記駆動軸（ 33）には、該駆動軸（ 33）の内部を軸方向にのびる給油路（図示省略）
が設けられている。また、駆動軸（ 33）の下端部には、給油ポンプ（ 34）が設けられてい
る。そして、上記給油路は、該給油ポンプ（ 34）から上方へ延びている。上記給油路は、
ケーシング（ 10）内の底部に貯まる潤滑油を給油ポンプ（ 34）によって圧縮機構（ 20）の
摺動部に供給している。
【００４０】
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　　上記駆動軸（ 33）には、上部に偏心部（ 35）が形成されている。上記偏心部（ 35）は
、該偏心部（ 35）の上下の部分よりも大径に形成され、駆動軸（ 33）の軸心から所定量だ
け偏心している。
【００４１】
　　上記圧縮機構（ 20）は、回転機構を構成し、ケーシング（ 10）に固定された上部ハウ
ジング（ 16）と下部ハウジング（ 17）との間に構成されている。
【００４２】
　　上記圧縮機構（ 20）は、環状のシリンダ室（ 50）を有するシリンダ（ 21）と、該シリ
ンダ室（ 50）内に配置されてシリンダ室（ 50）を外側圧縮室（ 51）と内側圧縮室（ 52）と
に区画する環状のピストン（ 22）と、図２に示すように、外側圧縮室（ 51）及び内側圧縮
室（ 52）を高圧側と低圧側とに区画するブレード（ 23）とを有している。上記ピストン（
22）は、シリンダ室（ 50）内でシリンダ（ 21）に対して相対的に偏心回転運動をするよう
に構成されている。つまり、上記ピストン（ 22）とシリンダ（ 21）とは相対的に偏心回転
する。本実施形態１では、シリンダ室（ 50）を有するシリンダ（ 21）が可動側の共働部材
を構成し、シリンダ室（ 50）内に配置されるピストン（ 22）が固定側の共働部材を構成し
ている。
【００４３】
　　上記シリンダ（ 21）は、外側シリンダ（ 24）及び内側シリンダ（ 25）を備えている。
外側シリンダ（ 24）と内側シリンダ（ 25）は、下端部が鏡板（ 26）で連結されることによ
り一体化されている。そして、上記内側シリンダ（ 25）は、駆動軸（ 33）の偏心部（ 35）
に摺動自在に嵌め込まれている。つまり、上記駆動軸（ 33）は、上記シリンダ室（ 50）を
上下方向に貫通している。
【００４４】
　　上記ピストン（ 22）は、上部ハウジング（ 16）と一体的に形成されている。また、上
部ハウジング（ 16）と下部ハウジング（ 17）には、それぞれ、上記駆動軸（ 33）を支持す
るための軸受け部（ 18， 19）が形成されている。このように、本実施形態の圧縮機（ 1）
は、上記駆動軸（ 33）が上記シリンダ室（ 50）を上下方向に貫通し、偏心部（ 35）の軸方
向両側部分が軸受け部（ 18， 19）を介してケーシング（ 10）に保持される貫通軸構造とな
っている。
【００４５】
　　上記圧縮機構（ 20）は、ピストン（ 22）とブレード（ 23）とを相互に可動に連結する
揺動ブッシュ（ 27）を備えている。上記ピストン（ 22）は、円環の一部分が分断されたＣ
型形状に形成されている。上記ブレード（ 23）は、シリンダ室（ 50）の径方向線上で、シ
リンダ室（ 50）の内周側の壁面から外周側の壁面まで、ピストン（ 22）の分断箇所を挿通
して延びるように構成され、外側シリンダ（ 24）と内側シリンダ（ 25）とに固定されてい
る。上記揺動ブッシュ（ 27）は、ピストン（ 22）の分断部において、ピストン（ 22）とブ
レード（ 23）とを連結する連結部材を構成している。
【００４６】
　　上記外側シリンダ（ 24）の内周面と内側シリンダ（ 25）の外周面は、互いに同一中心
上に配置された円筒面であり、その間に１つのシリンダ室（ 50）が形成されている。上記
ピストン（ 22）は、外周面が外側シリンダ（ 24）の内周面よりも小径で、内周面が内側シ
リンダ（ 25）の外周面よりも大径に形成されている。このことにより、ピストン（ 22）の
外周面と外側シリンダ（ 24）の内周面との間に作動室である外側圧縮室（ 51）が形成され
、ピストン（ 22）の内周面と内側シリンダ（ 25）の外周面との間に作動室である内側圧縮
室（ 52）が形成されている。
【００４７】
　　上記ピストン（ 22）とシリンダ（ 21）は、ピストン（ 22）の外周面と外側シリンダ（
24）の内周面とが１点で実質的に接する状態（厳密にはミクロンオーダーの間隙があるが
、その間隙での冷媒の漏れが問題にならない状態）において、その接点と位相が１８０°
異なる位置で、ピストン（ 22）の内周面と内側シリンダ（ 25）の外周面とが１点で実質的
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に接するようになっている。
【００４８】
　　上記揺動ブッシュ（ 27）は、ブレード（ 23）に対して吐出側に位置する吐出側ブッシ
ュ（ 2a）と、ブレード（ 23）に対して吸込側に位置する吸入側ブッシュ（ 2b）とから構成
されている。上記吐出側ブッシュ（ 2a）と吸入側ブッシュ（ 2b）は、いずれも断面形状が
略半円形で同一形状に形成され、フラット面同士が対向するように配置されている。そし
て、上記吐出側ブッシュ（ 2a）と吸入側ブッシュ（ 2b）の対向面の間のスペースがブレー
ド溝（ 28）を構成している。
【００４９】
　　このブレード溝（ 28）にはブレード（ 23）が挿入され、揺動ブッシュ（ 27）のフラッ
ト面がブレード（ 23）と実質的に面接触し、円弧状の外周面がピストン（ 22）と実質的に
面接触している。揺動ブッシュ（ 27）は、ブレード溝（ 28）にブレード（ 23）を挟んだ状
態で、ブレード（ 23）がその面方向にブレード溝（ 28）内を進退するように構成されてい
る。同時に、揺動ブッシュ（ 27）は、ピストン（ 22）に対してブレード（ 23）と一体的に
揺動するように構成されている。したがって、上記揺動ブッシュ（ 27）は、該揺動ブッシ
ュ（ 27）の中心点を揺動中心として上記ブレード（ 23）とピストン（ 22）とが相対的に揺
動可能となり、かつ上記ブレード（ 23）がピストン（ 22）に対して該ブレード（ 23）の面
方向へ進退可能となるように構成されている。
【００５０】
　　なお、この実施形態では吐出側ブッシュ（ 2a）と吸入側ブッシュ（ 2b）とを別体とし
た例について説明したが、該両ブッシュ（ 2a， 2b）は、一部で連結することにより一体構
造としてもよい。
【００５１】
　　以上の構成において、駆動軸（ 33）が回転すると、外側シリンダ（ 24）及び内側シリ
ンダ（ 25）は、ブレード（ 23）がブレード溝（ 28）内を進退しながら、揺動ブッシュ（ 27
）の中心点を揺動中心として揺動する。この揺動動作により、ピストン（ 22）とシリンダ
（ 21）との接触点が図３において（Ａ）から（Ｄ）へ順に移動する。このとき、上記外側
シリンダ（ 24）及び内側シリンダ（ 25）は駆動軸（ 33）の周りを公転するが、自転はしな
い。
【００５２】
　　また、上記外側圧縮室（ 51）は、ピストン（ 22）の外側において、図３（Ｃ），（Ｄ
），（Ａ），（Ｂ）の順に容積が減少する。上記内側圧縮室（ 52）は、ピストン（ 22）の
内側において、図３（Ａ），（Ｂ），（Ｃ），（Ｄ）の順に容積が減少する。
【００５３】
　　上記上部ハウジング（ 16）には、上部カバープレート（ 40）が設けられている。そし
て、上記ケーシング（ 10）内において、上部ハウジング（ 16）と上部カバープレート（ 40
）との上方が吸入空間（ 4a）に形成され、下部ハウジング（ 17）の下方が吐出空間（ 4b）
に形成されている。上記吸入空間（ 4a）には、吸入管（ 14）の一端が開口し、上記吐出空
間（ 4b）には、吐出管（ 15）の一端が開口している。
【００５４】
　　上記上部ハウジング（ 16）と上部カバープレート（ 40）との間には、チャンバ（ 4c）
が形成されている。
【００５５】
　　上記上部ハウジング（ 16）には、吸入空間（ 4a）に開口して半径方向に長く且つ軸方
向に貫通する縦孔（ 42）が形成されている。上記上部ハウジング（ 16）と下部ハウジング
（ 17）とには、外側シリンダ（ 24）の外周に位置してポケット（ 4f）が形成されている。
該ポケット（ 4f）は、上部ハウジング（ 16）の縦孔（ 42）を介して吸入空間（ 4a）に連通
し、吸込圧の低圧雰囲気に構成されている。
【００５６】
　　上記上部ハウジング（ 16）の縦孔（ 42）は、図２において、ブレード（ 23）の右側に
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形成されている。上記縦孔（ 42）は、外側圧縮室（ 51）及び内側圧縮室（ 52）に開口して
該外側圧縮室（ 51）及び内側圧縮室（ 52）と吸入空間（ 4a）とを連通している。
【００５７】
　　上記外側シリンダ（ 24）及びピストン（ 22）には、半径方向に貫通する横孔（ 43）が
形成され、該横孔（ 43）は、図２において、ブレード（ 23）の右側に形成されている。上
記外側シリンダ（ 24）の横孔（ 43）は、外側圧縮室（ 51）とポケット（ 4f）とを連通し、
外側圧縮室（ 51）を吸入空間（ 4a）に連通している。また、上記ピストン（ 22）の横孔（
43）は、内側圧縮室（ 52）と外側圧縮室（ 51）とを連通し、内側圧縮室（ 52）を吸入空間
（ 4a）に連通している。そして、上記各縦孔（ 42）及び各横孔（ 43）がそれぞれ冷媒の吸
入口を構成している。尚、冷媒の吸入口としては、縦孔（ 42）及び横孔（ 43）の何れか一
方のみを形成するものであってもよい。
【００５８】
　　上記上部ハウジング（ 16）には２つの吐出口（ 44）が形成されている。該吐出口（ 44
）は、上部ハウジング（ 16）を軸方向に貫通している。上記１つの吐出口（ 44）の一端は
外側圧縮室（ 51）の高圧側に臨み、他の吐出口（ 44）の一端は内側圧縮室（ 52）の高圧側
に臨むように開口している。つまり、上記吐出口（ 44）は、ブレード（ 23）の近傍に形成
され、ブレード（ 23）に対して縦孔（ 42）とは反対側に位置している。一方、上記吐出口
（ 44）の他端は、上記チャンバ（ 4c）に連通している。そして、上記吐出口（ 44）の外端
は、該吐出口（ 44）を開閉するリード弁である吐出弁（ 45）が設けられている。
【００５９】
　　上記チャンバ（ 4c）と吐出空間（ 4b）とは、上部ハウジング（ 16）と下部ハウジング
（ 17）に形成された吐出通路（ 4g）によって連通している。
【００６０】
　　上記下部ハウジング（ 17）には、シールリング（ 6a）が設けられている。該シールリ
ング（ 6a）は、下部ハウジング（ 17）の環状溝に装填され、シリンダ（ 21）の鏡板（ 26）
の下面に圧接されている。更に、上記シリンダ（ 21）と下部ハウジング（ 17）の接触面に
は、シールリング（ 6a）の径方向内側部分に高圧の潤滑油が導入されるようになっている
。以上の構成により、上記シールリング（ 6a）は、シリンダ（ 21）の軸方向位置を調整す
るコンプライアンス機構（ 60）を構成し、ピストン（ 22）とシリンダ（ 21）と上部ハウジ
ング（ 16）との間の軸方向間隙を縮小している。
【００６１】
　　一方、上記シリンダ室（ 50）は、図４に示すように、回転時におけるシリンダ（ 21）
の壁面とピストン（ 22）の壁面との間隙が所定値になるように、シリンダ室（ 50）の幅Ｔ
１が該シリンダ室（ 50）の１周において変化している。
【００６２】
　　また、上記ピストン（ 22）は、図５に示すように、回転時におけるシリンダ（ 21）の
壁面とピストン（ 22）の壁面との間隙が所定値になるように、ピストン（ 22）の幅Ｔ２が
該ピストン（ 22）の１周において変化している。
【００６３】
　　上記シリンダ室（ 50）の幅Ｔ１は、シリンダ室（ 50）の１周の始点をブレード（ 23）
の中心線とし、始点から１８０度まで広く、１８０度を越えて３６０度未満で狭く形成さ
れている。具体的に、上記シリンダ室（ 50）における平面視上の内壁円の中心と外壁円の
中心とが異なっている。つまり、上記シリンダ室（ 50）の内壁円の中心が外壁円の中心よ
り回転角２７０度の方向に変位している。この結果、上記シリンダ室（ 50）の幅Ｔ１は、
回転角０度から広がり、回転角９０度で最も広くなる。その後、上記シリンダ室（ 50）の
幅Ｔ１は、回転角２７０度まで狭くなり、この回転角２７０度で最も狭くなる。更に、上
記シリンダ室（ 50）の幅Ｔ１は、回転角２７０度から回転角０度まで広くなる。
【００６４】
　　尚、上記シリンダ室（ 50）の幅Ｔ１は、７０度～１６０度で広く、２５０度～３４０
度で狭く形成されておればよい。
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【００６５】
　　上記ピストン（ 22）の幅Ｔ２は、ピストン（ 22）の１周の始点をピストン（ 22）とブ
レード（ 23）との揺動中心とし、始点から１８０度まで狭く、１８０度を越えて３６０度
までが広く形成されている。具体的に、上記ピストン（ 22）における平面視上の内壁円の
中心と外壁円の中心とが異なっている。つまり、上記ピストン（ 22）の外壁円の中心が内
壁円の中心より回転角２７０度の方向に変位している。この結果、上記ピストン（ 22）の
幅Ｔ２は、回転角０度から狭くなり、回転角９０度で最も狭くなる。その後、上記ピスト
ン（ 22）の幅Ｔ２は、回転角２７０度まで広くなり、この回転角２７０度で最も広くなる
。更に、上記ピストン（ 22）の幅Ｔ２は、回転角２７０度から回転角０度まで狭くなる。
【００６６】
　　尚、上記ピストン（ 22）の幅Ｔ２は、７０度～１６０度で狭く、２５０度～３４０度
で広く形成されておればよい。
【００６７】
　　そこで、上記シリンダ室（ 50）の幅Ｔ１とピストン（ 22）の幅Ｔ２とを異なるように
した基本的原理について説明する。
【００６８】
　　シリンダ（ 21）の１回転中において、図６に示すように、冷媒圧力、つまり、ガス荷
重の作用方向が変化する。尚、図６において、駆動軸の軸心を中心とし、ピストン（ 22）
の揺動中心（ブレードの中心）を通る線をＹ軸とし、Ｙ軸に直交する線をＸ軸とする。
【００６９】
　　先ず、図６（Ａ）の状態において、ピストン（ 22）が下死点に位置する。この下死点
において、外側圧縮室（ 51）は、吸込側の低圧室（ 5b）と、吐出側の高圧室（ 5a）とに区
分される一方、内側圧縮室（ 52）は、１つの室に形成され、吸込圧の低圧室（ 5b）になっ
ている。したがって、シリンダ（ 21）及びピストン（ 22）には、外側圧縮室（ 51）の高圧
室（ 5a）のガス荷重のみが作用し、シリンダ室（ 50）の投影面に作用する。その作用方向
は、Ｘ軸の方向で図６の左方向となる。
【００７０】
　　その後、シリンダ（ 21）が９０度回転し、図６（Ｂ）の状態になると、外側圧縮室（
51）において、低圧室（ 5b）の容積が拡大し、高圧室（ 5a）の容積が減少する。一方、内
側圧縮室（ 52）は、吸込側の低圧室（ 5b）と、吐出側の高圧室（ 5a）とに区分されると共
に、高圧室（ 5a）の圧縮と低圧室（ 5b）の吸入とが行われる。したがって、シリンダ（ 21
）及びピストン（ 22）には、外側圧縮室（ 51）と内側圧縮室（ 52）との高圧室（ 5a）のガ
ス荷重が作用し、シリンダ室（ 50）の投影面に作用する。その作用方向は、Ｘ軸より４５
度進んだ図６の左上方向となる。この場合、外側シリンダ（ 24）とピストン（ 22）とがＸ
軸の左端で近接する。そして、シリンダ（ 21）がガス荷重の作用方向に押圧されるので、
外側シリンダ（ 24）とピストン（ 22）との近接部の間隙Ｍ１が大きくなると共に、Ｘ軸の
右端においては、内側シリンダ（ 25）とピストン（ 22）との近接部の間隙Ｎ１が大きくな
る。
【００７１】
　　更に、シリンダ（ 21）が９０度回転し、図６（Ｃ）の状態になると、ピストン（ 22）
が上死点に位置する。この上死点において、内側圧縮室（ 52）は、吸込側の低圧室（ 5b）
と、吐出側の高圧室（ 5a）とに区分される一方、外側圧縮室（ 51）は、１つの室に形成さ
れ、吸込圧の低圧室（ 5b）になっている。したがって、シリンダ（ 21）及びピストン（ 22
）には、内側圧縮室（ 52）の高圧室（ 5a）のガス荷重のみが作用し、シリンダ室（ 50）の
投影面に作用する。その作用方向は、Ｘ軸の方向で図６の右方向となる。
【００７２】
　　続いて、シリンダ（ 21）が９０度回転し、図６（Ｄ）の状態になると、内側圧縮室（
52）において、低圧室（ 5b）の容積が拡大し、高圧室（ 5a）の容積が減少する。一方、外
側圧縮室（ 51）は、吸込側の低圧室（ 5b）と、吐出側の高圧室（ 5a）とに区分されると共
に、高圧室（ 5a）の圧縮と低圧室（ 5b）の吸入とが行われる。したがって、シリンダ（ 21
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）及びピストン（ 22）には、外側圧縮室（ 51）と内側圧縮室（ 52）との高圧室（ 5a）のガ
ス荷重が作用し、シリンダ室（ 50）の投影面に作用する。その作用方向は、Ｘ軸より４５
度進んだ図６の右下方向となる。この場合、内側シリンダ（ 25）とピストン（ 22）とがＸ
軸の左端で近接する。そして、シリンダ（ 21）がガス荷重の作用方向に押圧されるので、
内側シリンダ（ 25）とピストン（ 22）との近接部の間隙Ｍ２が大きくなると共に、Ｘ軸の
右端においては、外側シリンダ（ 24）とピストン（ 22）との近接部の間隙Ｎ２が大きくな
る。
【００７３】
　　以上のことから、上記シリンダ室（ 50）の内壁円の中心を外壁円の中心より回転角２
７０度の方向に変位させ、シリンダ室（ 50）の幅Ｔ１を、回転角９０で最も広く、回転角
２７０度で最も狭くすることが好ましい。一方、上記ピストン（ 22）の外壁円の中心を内
壁円の中心より回転角２７０度の方向に変位させ、上記ピストン（ 22）の幅Ｔ２を、回転
角９０で最も狭く、回転角２７０度で最も広くすることが好ましい。この結果、間隙Ｍ１
及び間隙Ｍ２が狭くなる。よって、上述の如く、図４及び図５に示すように、シリンダ室
（ 50）及びピストン（ 22）の幅Ｔ１，Ｔ２を設定している。
【００７４】
　　　　－運転動作－
　　次に、この圧縮機（ 1）の運転動作について説明する。
【００７５】
　　電動機（ 30）を起動すると、ロータ（ 32）の回転が駆動軸（ 33）を介して圧縮機構（
20）の外側シリンダ（ 24）及び内側シリンダ（ 25）に伝達される。そうすると、上記圧縮
機構（ 20）において、ブレード（ 23）が揺動ブッシュ（ 27）の間で往復運動（進退動作）
を行い、かつ、ブレード（ 23）と揺動ブッシュ（ 27）が一体的になって、ピストン（ 22）
に対して揺動動作を行う。これによって、外側シリンダ（ 24）及び内側シリンダ（ 25）が
ピストン（ 22）に対して揺動しながら公転し、圧縮機構（ 20）がそれぞれ所定の圧縮動作
を行う。
【００７６】
　　具体的に、ピストン（ 22）が上死点にある図３（Ｃ）の状態から駆動軸（ 33）が右回
りに回転すると、外側圧縮室（ 51）において、吸入行程が開始され、図３（Ｄ）、図３（
Ａ）、図３（Ｂ）の状態へ変化し、外側圧縮室（ 51）の容積が増大し、冷媒が縦孔（ 42）
及び横孔（ 43）を通って吸入される。
【００７７】
　　上記ピストン（ 22）が上死点にある図３（Ｃ）の状態において、１つの外側圧縮室（
51）がピストン（ 22）の外側に形成される。この状態において、外側圧縮室（ 51）の容積
がほぼ最大である。この状態から駆動軸（ 33）が右回りに回転し、図３（Ｄ）、図３（Ａ
）、図３（Ｂ）の状態へ変化するのに伴って外側圧縮室（ 51）は、容積が減少し、冷媒が
圧縮される。該外側圧縮室（ 51）の圧力が所定値となって吐出空間（ 4b）との差圧が設定
値に達すると、外側圧縮室（ 51）の高圧冷媒によって吐出弁（ 45）が開き、高圧冷媒が吐
出空間（ 4b）から吐出管（ 15）に流出する。
【００７８】
　　一方、内側圧縮室（ 52）は、ピストン（ 22）が下死点にある図３（Ａ）の状態から駆
動軸（ 33）が右回りに回転すると、吸入行程が開始され、図３（Ｂ）、図３（Ｃ）、図３
（Ｄ）の状態へ変化し、内側圧縮室（ 52）の容積が増大し、冷媒が縦孔（ 42）及び横孔（
43）を通って吸入される。
【００７９】
　　上記ピストン（ 22）が下死点にある図３（Ａ）の状態において、１つの内側圧縮室（
52）がピストン（ 22）の内側に形成される。この状態において、内側圧縮室（ 52）の容積
がほぼ最大である。この状態から駆動軸（ 33）が右回りに回転し、図３（Ｂ）、図３（Ｃ
）、図３（Ｄ）の状態へ変化するのに伴って内側圧縮室（ 52）は、容積が減少し、冷媒が
圧縮される。該内側圧縮室（ 52）の圧力が所定値となって吐出空間（ 4b）との差圧が設定

10

20

30

40

50

(11) JP 3724495 B1 2005.12.7



値に達すると、内側圧縮室（ 52）の高圧冷媒によって吐出弁（ 45）が開き、高圧冷媒が吐
出空間（ 4b）から吐出管（ 15）に流出する。
【００８０】
　　この駆動時において、図６（Ｂ）の状態になると、Ｘ軸の左端では、外側シリンダ（
24）とピストン（ 22）との近接部の間隙Ｍ１が大きくなる傾向となる。同時に、Ｘ軸の右
端において、内側シリンダ（ 25）とピストン（ 22）との近接部の間隙Ｎ１も大きくなる傾
向となる。
【００８１】
　　また、図６（Ｄ）の状態になると、Ｘ軸の左端では、内側シリンダ（ 25）とピストン
（ 22）との近接部の間隙Ｍ２が大きくなる傾向となる。同時に、Ｘ軸の右端において、外
側シリンダ（ 24）とピストン（ 22）との近接部の間隙Ｎ２も大きくなる傾向となる。
【００８２】
　　ところが、上記シリンダ室（ 50）の幅Ｔ１は、回転角９０で最も広く、回転角２７０
度で最も狭くなり、一方、上記ピストン（ 22）の幅Ｔ２は、回転角９０で最も狭く、回転
角２７０度で最も広くなっている。このことから、１回転中において、間隙Ｍ１及び間隙
Ｍ２が狭くなり、シリンダ（ 21）とピストン（ 22）と間隙が狭く維持される。
【００８３】
　　　　－実施形態１の効果－
　　以上のように、本実施形態によれば、シリンダ室（ 50）の幅Ｔ１とピストン（ 22）の
幅Ｔ２とを１周囲上で変化させるようにしたために、外側シリンダ（ 24）とピストン（ 22
）との間の間隙、及び内側シリンダ（ 25）とピストン（ 22）との間の間隙を１回転中にお
いて、一定にすることができる。この結果、外側圧縮室（ 51）及び内側圧縮室（ 52）にお
いて、高圧側から低圧側への冷媒の漏れを抑制することができる。このことから、効率の
向上を図ることができる。
【００８４】
　　特に、上記シリンダ室（ 50）の幅Ｔ１を、シリンダ室（ 50）の１周の始点から１８０
度まで広く、１８０度を越えて３６０度未満で狭く形成する一方、上記ピストン（ 22）の
幅Ｔ２を、ピストン（ 22）の１周の始点から１８０度まで狭く、１８０度を越えて３６０
度までが広く形成している。この結果、１回転中の全体に亘って冷媒の漏れを確実に抑制
することができる。このことから、効率の向上を確実に図ることができる。
【００８５】
　　また、上記シリンダ室（ 50）における平面視上の内壁円の中心と外壁円の中心とが異
ならせる一方、上記ピストン（ 22）における平面視上の内壁円の中心と外壁円の中心とが
異ならせるようにしているので、シリンダ室（ 50）の幅Ｔ１の変化とピストン（ 22）の幅
Ｔ２の変化とを容易に施すことができる。
【００８６】
　　また、上記ピストン（ 22）とブレード（ 23）とを連結する連結部材として揺動ブッシ
ュ（ 27）を設け、揺動ブッシュ（ 27）がピストン（ 22）及びブレード（ 23）と実質的に面
接触をするように構成しているので、運転時にピストン（ 22）やブレード（ 23）が摩耗し
たり、その接触部が焼き付いたりするのを防止できる。
【００８７】
　　また、上記揺動ブッシュ（ 27）を設け、揺動ブッシュ（ 27）とピストン（ 22）及びブ
レード（ 23）とが面接触をするようにしているので、接触部のシール性にも優れている。
このため、外側圧縮室（ 51）と内側圧縮室（ 52）における冷媒の漏れを確実に防止するこ
とが出来、圧縮効率の低下を防止することができる。
【００８８】
　　また、上記ブレード（ 23）がシリンダ（ 21）に一体的に設けられ、その両端でシリン
ダ（ 21）に保持されているので、運転中にブレード（ 23）に異常な集中荷重がかかったり
、応力集中が起こったりしにくい。このため、摺動部が損傷したりしにくく、その点から
も機構の信頼性を高められる。
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【００８９】
　　　　〈実施形態２〉
　　次に、本発明の実施形態２について図面に基づいて詳細に説明する。
【００９０】
　　本実施形態は、図７～図９に示すように、上記実施形態１がシリンダ室（ 50）の幅Ｔ
１とピストン（ 22）の幅Ｔ２とを２つの領域で変化させるようにしたのに代わり、４つの
領域で変化させるようにしたものである。
【００９１】
　　具体的に、上記シリンダ室（ 50）は、１周を周方向に４つの領域に区分して幅の広い
広領域部（ Z1， Z3）と幅の狭い狭領域部（ Z2， Z4）とが交互に連続するように形成されて
いる。一方、上記ピストン（ 22）は、周方向に４つの領域に区分して幅の狭い狭領域部（
W1， W3）と幅の広い広領域部（ W2， W4）とが交互に連続するように形成されている。
【００９２】
　　つまり、上記シリンダ室（ 50）は、図７に示すように、ブレード（ 23）を挟む第１の
領域部（ Z1）が広領域部（ Z1）として９０度の範囲で形成されている。この第１の領域部
（ Z1）から時計回り方向に、狭領域部（ Z2）である第２の領域部（ Z2）と、広領域部（ Z3
）である第３の領域部（ Z3）と、狭領域部（ Z4）である第４の領域部（ Z4）が順に９０度
の範囲で形成されている。
【００９３】
　　また、上記ピストン（ 22）は、図８に示すように、揺動ブッシュ（ 27）の分断部分を
挟む第１の領域部（ W1）が狭領域部（ W1）として９０度の範囲で形成されている。この第
１の領域部（ W1）から時計回り方向に、広領域部（ W2）である第２の領域部（ W2）と、狭
領域部（ W3）である第３の領域部（ W3）と、広領域部（ W4）である第４の領域部（ W4）が
順に９０度の範囲で形成されている。
【００９４】
　　上記シリンダ（ 21）とピストン（ 22）との間の幾何学的間隔は、図９に示すように、
余弦波状の曲線Ｓに沿って変化する。つまり、実施形態１における図６（Ｂ）及び（Ｄ）
において、間隙Ｍ１，Ｎ１，Ｍ２，Ｎ２が大きくなることから、幾何学的間隔が曲線Ｓに
沿って変化する。
【００９５】
　　そこで、上記シリンダ室（ 50）に広領域部（ Z1， Z3）と狭領域部（ Z2， Z4）とを交互
に形成する。同時に、このシリンダ室（ 50）の広領域部（ Z1， Z3）と狭領域部（ Z2， Z4）
とに対応して、上記ピストン（ 22）に狭領域部（ W1， W3）と広領域部（ W2， W4）とを交互
に形成している。
【００９６】
　　この結果、上記シリンダ（ 21）とピストン（ 22）との相対回転の全領域中において、
確実にシリンダ（ 21）の壁面とピストン（ 22）の壁面との間に生ずる間隙が最小となる。
【００９７】
　　　　〈その他の実施形態〉
　　本発明は、上記実施形態１及び２について、以下のような構成としてもよい。
【００９８】
　　上記実施形態１及び２においては、シリンダ室（ 50）の幅Ｔ１の変化とピストン（ 22
）の幅Ｔ２の変化とを双方行うようにしたが、第１の発明では、シリンダ室（ 50）の幅Ｔ
１の変化のみを行うようにしてもよく、また、第２の発明では、ピストン（ 22）の幅Ｔ２
の変化のみを行うようにしてもよい。
【００９９】
　　また、本発明は、上記シリンダ（ 21）を固定側にし、上記ピストン（ 22）を可動側に
してもよい。
【０１００】
　　また、上記シリンダ（ 21）は、外側シリンダ（ 24）と内側シリンダ（ 25）とを、その
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上端において鏡板（ 26）で連結することにより一体的にし、上記ピストン（ 22）は、下部
ハウジング（ 17）に一体的に形成してもよい。
【０１０１】
　　また、第１の発明では、ピストン（ 22）が分断部を有しない完全なリング状に形成す
るようにしてもよい。その際、ブレード（ 23）は、外側ブレード（ 23）と内側ブレード（
23）とに分割され、外側ブレード（ 23）が外側シリンダ（ 21）より進退してピストン（ 22
）に接し、内側ブレード（ 23）が内側シリンダ（ 21）より進退してピストン（ 22）に接す
るようにする。
【０１０２】
　　また、本発明の回転式流体機械は、圧縮機の他、冷媒を膨張させる膨張機や、ポンプ
などであってもよいことは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　　以上説明したように、本発明は、外側の作動室と内側の作動室とを有する回転式流体
機械に有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本発明の実施形態１に係る圧縮機の縦断面図である。
【図２】圧縮機を示す横断面図である。
【図３】圧縮機の動作を示す横断面図である。
【図４】（Ａ）は、シリンダの横断面図であり、（Ｂ）は、シリンダ室の幅変化を示す変
化特性図である。
【図５】（Ａ）は、ピストンの横断面図であり、（Ｂ）は、ピストンの幅変化を示す変化
特性図である。
【図６】圧縮機の動作毎のガス荷重の作用方向を示す横断面図である。
【図７】実施形態２のシリンダを示す横断面図である。
【図８】実施形態２のピストンを示す横断面図である。
【図９】シリンダとピストンとの幾何学的間隙の変化を示す変化特性図である。
【符号の説明】
【０１０５】
1 　　　　　圧縮機
10　　　　　ケーシング
20　　　　　圧縮機構
21　　　　　シリンダ
22　　　　　ピストン
23　　　　　ブレード
24　　　　　外側シリンダ
25　　　　　内側シリンダ
27　　　　　揺動ブッシュ
30　　　　　電動機（駆動機構）
33　　　　　駆動軸
50　　　　　シリンダ室
51　　　　　外側圧縮室
52　　　　　内側圧縮室
【要約】
【課題】
　　シリンダの壁面とピストンの壁面との間に生ずる間隙を低減して効率の向上を図る。
【解決手段】
　　環状のシリンダ室（ 50）を有するシリンダ（ 21）と、シリンダ（ 21）に対して偏心し
てシリンダ室（ 50）に収納され、シリンダ室（ 50）を外側の圧縮室（ 51）と内側の圧縮室
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（ 52）とに区画する環状のピストン（ 22）と、シリンダ室（ 50）に配置され、各作動室（
51， 52）を高圧側と低圧側とに区画するブレード（ 23）とを有し、シリンダ（ 21）とピス
トン（ 22）とが相対的に回転する回転機構（ 20）を備えている。そして、シリンダ室（ 50
）は、回転時におけるシリンダ（ 21）の壁面とピストン（ 22）の壁面との間隙が所定値に
なるように、シリンダ室（ 50）の幅Ｔ１が該シリンダ室（ 50）の１周において変化してい
る。更に、ピストン（ 22）は、回転時におけるシリンダ（ 21）の壁面とピストン（ 22）の
壁面との間隙が所定値になるように、ピストン（ 22）の幅Ｔ２が該ピストン（ 22）の１周
において変化している。
【選択図】　図２
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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